
- 1 -

（仮訳）

第４部（Ａ）

第４条の規定に基づく化学兵器の廃棄及びその検証

Ａ．申 告

化学兵器

１．第３条１(ａ)(ⅱ)の規定に従って締約国が行う化学兵器の申告には，次の事項を含める。

(ａ)申告する各化学物質の総量

(ｂ)次の事項によって明示する化学兵器の貯蔵施設の正確な所在地

(ⅰ)名 称

(ⅱ)地理上の座標

(ⅲ)化学兵器の貯蔵施設の詳細な図面（境界地図並びに施設内の掩蔽壕及び貯蔵場所の位
えんぺいごう

置を含む ）。

(ｃ)化学兵器の各貯蔵施設についての次の事項を含む詳細な目録

(ⅰ)第２条の規定に従って化学兵器として定義される化学物質

(ⅱ)化学兵器として定義される弾薬類，子爆弾弾薬類及び装置であって充填されていない
てん

もの

(ⅲ)(ⅱ)に規定する弾薬類，子爆弾弾薬類又は装置の使用に直接関連して使用するように

特別に設計された装置

(ⅳ)(ⅱ)に規定する弾薬類，子爆弾弾薬類又は装置の使用に直接関連して使用するように

特別に設計された化学物質

２．１(ｃ)(ⅰ)の化学物質の申告については，次の規定を適用する。

(ａ)化学物質については，化学物質に関する附属書の表に従って申告する。

(ｂ)化学物質に関する附属書の表に掲げていない化学物質については，当該化学物質を適当

な表に掲げるために必要となる情報（純粋な化合物の毒性を含む ）を提供する。前駆物。

質については，主要な最終反応生成物の毒性及びその識別についての情報を提供する。

(ｃ)化学物質は，国際純正・応用化学連合（ＩＵＰＡＣ）の最新の命名法に基づく化学名，

構造式及びＣＡＳ登録番号が付されている場合には当該番号によって識別する。前駆物質

については，主要な最終反応生成物の毒性及びその識別についての情報を提供する。
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(ｄ)２以上の化学物質の混合物である場合には，各化学物質を識別し，各化学物質の百分率

を提供し，及び当該混合物を各化学物質のうち最も毒性の強い化学物質の種類に応じて申

告する。２成分型化学兵器の１の成分が２以上の化学物質の混合物から成る場合には，各

化学物質を識別し，及び各化学物質の百分率を提供する。

(ｅ)２成分型化学兵器は，１６に規定する化学兵器の種類に応じて，関連する最終生成物に

基づいて申告する。２成分型弾薬類及び装置のそれぞれにつき，次の補足的な情報を提供

する。

(ⅰ)毒性最終生成物の化学名

(ⅱ)成分の化学的組成及び各成分の量

(ⅲ)各成分の実際の重量比

(ⅳ)必須成分と認められる成分

(ⅴ)１００パーセントの収率を仮定した場合に必須成分から化学量論的に計算される毒性

最終生成物の予定量。個別の毒性最終生成物の必須成分の申告量（トン）は，１００パ

ーセントの収率を仮定した場合に化学量論的に計算される当該毒性最終生成物の量（ト

ン）に相当するものとみなす。

(ｆ)多成分型化学兵器の申告は，２成分型化学兵器について定める申告と同様に行う。

(ｇ)化学物質の貯蔵の形態（例えば，弾薬類，子爆弾弾薬類，装置，ばらの状態で貯蔵する

ための容器その他の容器）を申告する。その申告には，次の事項に関する情報を含める。

(ⅰ)種 類

(ⅱ)大きさ又は口径

(ⅲ)数 量

(ⅳ)容器ごとの充填化学物質の名目重量
てん

(ｈ)貯蔵施設において現存する化学物質ごとの総重量を申告する。

(ⅰ)更に，ばらの状態で貯蔵される化学物質については，判明している場合には，百分率

による純度を申告する。

３．１(ｃ)(ⅱ)に規定する充填されていない弾薬類，子爆弾弾薬類又は装置のそれぞれの種類
てん

についての申告には，次の事項に関する情報を含める。

(ａ)数 量

(ｂ)個別の名目充填量
てん

(ｃ)充填予定の化学物質
てん

第３条１(ａ)(ⅲ)の規定に基づく化学兵器の申告

４．第３条１(ａ)(ⅲ)の規定に基づく化学兵器の申告には，１から３までに規定するすべての

情報を含める。自国の領域内に当該化学兵器が存在する締約国は，申告が行われることを確

保するために他の国と適当な措置をとる責任を有する。自国の領域内に当該化学兵器が存在

する締約国は，この４の規定に基づく義務を履行することができない場合には，その理由を

表明する。
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過去における移譲及び受領の申告

５．１９４６年１月１日以降に化学兵器を移譲し又は受領した締約国は，移譲し又は受領した

各化学物質の量がばらの状態又は弾薬の形態で１年当たり１トンを超える場合には，第３条

１(ａ)(ⅳ)の規定に従ってその移譲又は受領について申告する。この申告は，１及び２に規

定する目録の様式に従って行う。この申告は，また，供給国及び受領国，移譲又は受領の日

並びに移譲された化学兵器のできる限り正確な最新の所在地を示す。締約国は，１９４６年

１月１日から１９７０年１月１日までの間における化学兵器の移譲又は受領について求めら

れる情報が必ずしもすべて入手可能でない場合には，入手可能なすべての情報を申告し，及

び完全な申告を行うことができない理由についての説明を行う。

化学兵器の廃棄のための全般的な計画の提出

６．第３条１(ａ)(ⅴ)の規定に従って提出される化学兵器の廃棄のための全般的な計画は，化

学兵器の廃棄のための締約国の計画の全体の概要及びこの条約に規定する廃棄に関する義務

を履行するために締約国が払う努力に関する情報を提供する。その計画は，次の事項を明示

する。

(ａ)廃棄の全般的な日程（既存の及び可能な場合には計画されている化学兵器の廃棄施設に

ついて，各年の廃棄期間中に廃棄する予定の化学兵器の種類及びおよその量を含む ）。

(ｂ)既存の又は廃棄のための期間中に操業する予定の化学兵器の廃棄施設の数

(ｃ)既存の又は計画されている化学兵器の廃棄施設について，

(ⅰ)名称及び所在地

(ⅱ)廃棄する化学兵器の種類及びおよその量並びに廃棄する充填化学物質の種類（例えば，
てん

神経剤，びらん剤）及びおよその量

(ｄ)化学兵器の廃棄施設の操業のための要員を訓練するための計画

(ｅ)化学兵器の廃棄施設が満たさなければならない安全及び排出に関する自国の基準

(ｆ)化学兵器を廃棄するための新たな方法の開発及び既存の方法の改善に関する情報

(ｇ)化学兵器を廃棄するための費用の見積り

(ｈ)廃棄のための計画に悪影響を及ぼすおそれのある問題

Ｂ．貯蔵施設を保全するための措置及び貯蔵施設における準備

７．締約国は，化学兵器の申告を行う時までに，自国の貯蔵施設を保全するために適当と認め

る措置をとるものとし，廃棄のために移動する場合を除くほか，自国の化学兵器の当該貯蔵

施設外への移動を防止する。
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８．締約国は，３７から４９までの規定に基づく検証のために速やかなアクセスが可能となる

ように自国の貯蔵施設において化学兵器が配置されることを確保する。

９．化学兵器の貯蔵施設外への移動（廃棄のための移動を除く ）を防止するために当該貯蔵。

施設が閉鎖されている間，締約国は，当該貯蔵施設において標準的な保守活動（化学兵器の

標準的な保守，安全の監視及び警備活動並びに化学兵器の廃棄のための準備を含む ）を継。

統することができる。

１０．化学兵器の保守活動には，次の事項を含めない。

(ａ)化学物質又は弾殻の取替え

(ｂ)弾薬類又はその部品若しくは構成物質の当初の性質の変更

１１．すべての保守活動は，技術事務局による監視の対象とする。

Ｃ．廃 棄

化学兵器の廃棄のための原則及び方法

１２ 「化学兵器の廃棄」とは，化学物質を実質的に不可逆的に化学兵器の生産に適しないも．

のに転換する過程並びに弾薬類及び他の装置を不可逆的に使用することができないようにす

る過程をいう。

１３．締約国は，化学兵器の廃棄の方法を決定する。ただし，水中に投棄する方法，地中に埋

める方法又は野外において焼却する方法を用いてはならない。締約国は，特別に指定され，

適切に設計され及び設備が適切に整えられた施設においてのみ化学兵器を廃棄する。

１４．締約国は，自国の化学兵器の廃棄施設が化学兵器を確実に廃棄することができるように

建設され及び操業していること並びに廃棄の過程がこの条約に基づいて検証されることを確

保する。

廃棄の規律

１５．化学兵器の廃棄の規律は，第１条及び他の条に定める義務（体系的な現地検証に関する

義務を含む ）を基礎とするものである。廃棄の規律は，廃棄のための期間中に安全保障が。

損なわれないことについての締約国の利害，廃棄の初期の段階における信頼の醸成及び化学

兵器を廃棄する過程において漸進的に得られる経験を考慮し，並びに貯蔵されている化学兵

器の実際の構成及び化学兵器の廃棄のために選択される方法のいかんにかかわらず当該廃棄

の規律を適用することを考慮したものである。廃棄の規律は，平準化の原則を基礎とするも

のである。
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１６．締約国が申告する化学兵器は，廃棄のため次の３の種類に分類する。

種類１ 表１の化学物質を基礎とする化学兵器並びにその部品及び構成物質

種類２ 他のすべての化学物質を基礎とする化学兵器並びにその部品及び構成物質

種類３ 充填されていない弾薬類及び装置並びに化学兵器の使用に直接関連して使用す
てん

るように特別に設計された装置

１７．締約国は，

(ａ)この条約が自国について効力を生じた後２年以内に種類１の化学兵器の廃棄を開始し，

この条約が効力を生じた後１０年以内に廃棄を完了する。締約国は，次の廃棄の期限に従

い化学兵器を廃棄する。

(ⅰ)第１段階 この条約が効力を生じた後２年以内に，最初の廃棄施設の試験を完了する。

この条約が効力を生じた後３年以内に，種類１の化学兵器の１パーセント以上を廃棄す

る。

(ⅱ)第２段階 この条約が効力を生じた後５年以内に，種類１の化学兵器の２０パーセン

ト以上を廃棄する。

(ⅲ)第３段階 この条約が効力を生じた後７年以内に，種類１の化学兵器の４５パーセン

ト以上を廃棄する。

(ⅳ)第４段階 この条約が効力を生じた後１０年以内に，種類１の化学兵器のすべてを廃

棄する。

(ｂ)この条約が自国について効力を生じた後１年以内に種類２の化学兵器の廃棄を開始し，

この条約が効力を生じた後５年以内に廃棄を完了する。種類２の化学兵器は，廃棄のため

の期間を通じて毎年均等の割合で廃棄する。この場合において，種類２の化学兵器の比較

の基礎は，当該化学兵器に含まれる化学物質の重量とする。

(ｃ)この条約が自国について効力を生じた後１年以内に種類３の化学兵器の廃棄を開始し，

この条約が効力を生じた後５年以内に廃棄を完了する。種類３の化学兵器は，廃棄のため

の期間を通じて毎年均等の割合で廃棄する。充填されていない弾薬類及び装置の比較の基
てん

礎は名目充填量（立方メートル）とし，設備の比較の基礎はその数とする。
てん

１８．２成分型化学兵器の廃棄については，次の規定を適用する。

(ａ)廃棄の規律の適用上，個別の毒性最終生成物の必須成分の申告量（トン）は，１００パ

ーセントの収率を仮定した場合に化学量論的に計算される当該毒性最終生成物の量（ト

ン）に相当するものとみなす。

(ｂ)２成分型弾薬類及び装置において必須成分の一定の量を廃棄するに当たっては，他方の

成分について，当該２成分型弾薬類及び装置の種類についての成分の実際の重量比に対応

する量を廃棄する義務を伴う。
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(ｃ)成分の実際の重量比に基づいて(ｂ)の他方の成分が必要とされる量を超えて申告される

場合には，超過量は，廃棄作業の開始の後の最初の２年間に廃棄する。

(ｄ)その後は，廃棄のための期間中の各年の終了の時に，締約国は，申告した他方の成分に

つき，２成分型弾薬類及び装置の種類についての成分の実際の重量比に基づいて決定され

る量を保有することができる。

１９．多成分型化学兵器の廃棄の規律は，２成分型化学兵器について定める廃棄の規律と同様

のものとする。

廃棄の中間の期限の変更

２０．執行理事会は，特に１５から１９までに定める廃棄の規律との適合性を評価するため，

第３条１(ａ)(ⅴ)の規定及び６の規定に従って提出される化学兵器の廃棄のための全般的な

計画を検討する。執行理事会は，自国の計画が廃棄の規律に適合しない締約国と，当該計画

を廃棄の規律に適合したものとすることを目的として協議する。

２１．締約国は，やむを得ない例外的な事情により，種類１の化学兵器の廃棄の規律の第１段

階，第２段階又は第３段階に定める廃棄の水準を達成することができないと認める場合には，

当該水準の変更を提案することができる。その提案については，この条約が効力を生じた後

１２０日以内に行わなければならず，かつ，提案理由についての詳細な説明を含める。

２２．締約国は，２１の規定に基づいて変更された１７(ａ)に定める廃棄の期限による種類１

の化学兵器の廃棄を確保するため，すべての必要な措置をとる。ただし，当該締約国は，廃

棄の中間の期限までに廃棄することが求められている割合の種類１の化学兵器の廃棄を確保

することができないと認める場合には，その期限を遵守する義務の猶予を与えることを会議

に対して勧告するよう執行理事会に要請することができる。その要請については，廃棄の中

間の期限の少なくとも１８０日前までに行わなければならず，かつ，当該要請の理由につい

ての詳細な説明及び次の廃棄の中間の期限を遵守する義務の履行を確保するための計画を含

める。

２３．期限の延期が認められる場合においても，締約国は，次の廃棄の期限までに累積される

廃棄の義務を履行する。２０からこの２３までの規定に基づいて認められる期限の延期は，

この条約が効力を生じた後１０年以内に種類１の化学兵器のすべてを廃棄する締約国の義務

を何ら変更するものではない。

廃棄の完了の期限の延期

２４．締約国は，この条約が効力を生じた後１０年以内に種類１の化学兵器のすべての廃棄を

確保することができないと認める場合には，当該化学兵器の廃棄の完了の期限の延期につい

て執行理事会に対し要請を行うことができる。当該要請については，この条約が効力を生じ

た後９年以内に行わなければならない。
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２５．２４の要請には，次の事項を含める。

(ａ)延長しようとする期間

(ｂ)延期の理由についての詳細な説明

(ｃ)延長期間及び当初の１０年の廃棄のための期間の残余の期間における廃棄のための詳細

な計画

２６．会議は，次の会期において，執行理事会の勧告に基づいて２４の要請に関する決定を行

う。期限の延期は，必要な最小限度とし，締約国がすべての化学兵器の廃棄を完了する期限

については，いかなる場合にも，この条約が効力を生じた後１５年を超えて延期してはなら

ない。執行理事会は，期限の延期を認めるための条件（必要と認められる具体的な検証措置

及び自国の廃棄のための計画における問題を克服するために締約国がとるべき具体的な措置

を含む ）を定める。延長期間中の検証の費用については，第４条１６の規定に従って割り。

当てる。

２７．期限の延期が認められた場合には，締約国は，その後のすべての期限を遵守するために

適当な措置をとる。

２８．締約国は，種類１の化学兵器のすべてを廃棄するまでの間，２９の規定に従って廃棄の

ための詳細な年次計画及び３６の規定に従って種類１の化学兵器の廃棄に関する年次報告を

引き続き提出する。更に，締約国は，延長期間中の各９０日における自国の廃棄活動につい

ての報告を当該９０日が経過する日までに執行理事会に提出する。執行理事会は，廃棄の完

了に向けての進捗状況を検討し，この進捗状況を文書により記録するために必要な措置を
ちょく ちょく

とる。延長期間中の廃棄活動に関するすべての情報については，要請に応じ，執行理事会が

締約国に提供する。

廃棄のための詳細な年次計画

２９．廃棄のための詳細な年次計画は，第４条７(ａ)の規定に従って各年の廃棄期間の開始の

少なくとも６０日前までに技術事務局に提出するものとし，次の事項を明示する。

(ａ)各廃棄施設において廃棄される化学兵器の具体的な種類ごとの量及び化学兵器の具体的な

種類ごとの廃棄の完了に係る日程

(ｂ)化学兵器の各廃棄施設の詳細な図面及び以前に提出した図面に変更がある場合には当該変

更

(ｃ)当該各年における化学兵器の各廃棄施設の活動の詳細な日程（当該廃棄施設の設計，建設

又は変更，設備の設置及び点検，要員の訓練並びに化学兵器の具体的な種類ごとの廃棄作業

に必要な時間並びに活動を休止する予定の期間を明らかにするもの）

３０．締約国は，自国のそれぞれの化学兵器の廃棄施設につき，技術事務局が当該廃棄施設に

おける使用のためにとりあえずの査察手続を作成することを援助するため，施設の詳細な情

報を提供する。
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３１．化学兵器の各廃棄施設の詳細な情報には，次の事項に関する情報を含める。

(ａ)名称，住所及び位置

(ｂ)施設の詳細な図面（注釈が付されたもの）

(ｃ)施設の設計図，工程図並びに配管及び計器の配置の図面

(ｄ)弾薬類，装置及び容器からの充填化学物質の除去，取り出された充填化学物質の一時的
てん てん

な貯蔵，化学物質の廃棄並びに弾薬類，装置及び容器の廃棄に必要な設備についての詳細

な技術的な説明（設計図及び機器の仕様を含む ）。

(ｅ)廃棄の工程についての詳細な技術的な説明（物質の流量，温度及び圧力並びに設計上の

廃棄の効率を含む ）。

(ｆ)化学兵器の具体的な種類ごとの廃棄施設の設計上の能力

(ｇ)廃棄による生成物及びその最終的な処理方法についての詳細な説明

(ｈ)この条約に基づく査察を容易にするための措置についての詳細な技術的な説明

(ⅰ)廃棄施設における一時的な保管場所であって当該廃棄施設に化学兵器を直接供給するた

めに使用されるものについての詳細な説明（当該保管場所の図面及び当該廃棄施設におい

て廃棄される化学兵器の具体的な種類ごとの貯蔵能力に関する情報を含む ）。

(ｊ)廃棄施設において実施されている安全及び医療のための措置についての詳細な説明

(ｋ)査察員の住居及び作業場所についての詳細な説明

(ｌ)国際的な検証のために提案する措置

３２．締約国は，自国のそれぞれの化学兵器の廃棄施設につき，工場の操業のための手引書，

安全及び医療のための計画，実験施設の活動及び質の管理のための手引書並びに取得された

環境基準に係る許可を提出する。ただし，既に提出した場合は，この限りでない。

３３．締約国は，自国の化学兵器の廃棄施設における査察活動に影響を及ぼすおそれのある事

態について，速やかに技術事務局に通報する。

３４．３０から３２までに規定する情報の提出の期限は，第８条２１(ⅰ)の規定に従って会議

が検討し及び承認する。
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３５．技術事務局は，化学兵器の廃棄施設の詳細な情報を検討した後，必要が生ずる場合には，

締約国の化学兵器の廃棄施設が化学兵器を確実に廃棄するように設計されることを確保し，

検証措置の実施について事前に計画することを可能にし，及び検証措置の実施が施設の正常

な操業に適合しかつ施設の操業が適切な検証を可能にすることを確保するため，関係締約国

と協議を行う。

廃棄に関する年次報告

３６．化学兵器の廃棄のための計画の実施状況に関する情報は，第４条７(ｂ)の規定に従って

各年の廃棄期間の満了の後６０日以内に技術事務局に提出されるものとし，化学兵器の各廃

棄施設において当該各年において廃棄された化学兵器の実際の量を明示する。廃棄の目標が

達成されなかった場合には，その理由を表明すべきである。

Ｄ．検 証

化学兵器の申告の現地査察による検証

３７．化学兵器の申告の検証は，第３条の規定に従って行われる申告が正確であることを現地

査察によって確認することを目的とする。

３８．査察員は，申告が行われた後速やかにこの検証を行う。査察員は，特に，化学物質の量

及び識別並びに弾薬類及び装置の種類及び数を検証する。

３９．査察員は，適当な場合には，各貯蔵施設における化学兵器の在庫を正確に確認すること

を容易にするため，定められた封印，標識その他の在庫の管理手続を使用する。

４０．査察員は，在庫の確認を行うに当たり，貯蔵されていた化学兵器が移動されているか否

かを明確に示し及び在庫の確認を行う間貯蔵施設の保全を確保するため，定められた封印を

必要に応じて施す。当該封印については，別段の合意がある場合を除くほか，在庫の確認の

完了の後撤去する。

貯蔵施設の体系的な検証

４１．貯蔵施設の体系的な検証は，当該貯蔵施設からの化学兵器の移動が常に明らかにされて

いることを確保することを目的とする。

４２．体系的な検証は，化学兵器の申告が行われた後できる限り速やかに開始し，すべての化

学兵器が貯蔵施設から移動されるまで継続する。体系的な検証は，施設協定に従い，現地査

察及び現地に設置する機器による監視を組み合わせたものとする。

４３．すべての化学兵器が貯蔵施設から移動された時に，技術事務局は，その旨の締約国の申

告を確認する。技術事務局は，その確認の後，貯蔵施設の体系的な検証を終了するものとし，

査察員が設置した監視のための機器を速やかに撤去する。
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査察及び訪問

４４．査察が行われる具体的な貯蔵施設については，査察が行われる正確な時期が予知される

ことのないように技術事務局が選定する。体系的な現地査察の頻度を決定するための指針に

ついては，第８条２１(ⅰ)の規定に従って会議が検討し及び承認する勧告を考慮して，技術

事務局が作成する。

４５．技術事務局は，体系的な査察又は訪問のための査察団の貯蔵施設への到着予定時刻の

４８時間前に，当該貯蔵施設の査察又は訪問を行う旨の決定を被査察締約国に通告する。緊

急の問題を解決するために査察又は訪問が行われる場合には，この期間を短縮することがで

きる。技術事務局は，査察又は訪問の目的を明示する。

４６．被査察締約国は，査察員の到着のために必要な準備を行うものとし，査察員の入国地点

から貯蔵施設までの速やかな輸送を確保する。施設協定は，査察員のための管理上の措置を

明示する。

４７．被査察締約国は，査察団が査察を行うために貯蔵施設に到着する時に，当該貯蔵施設に

関する次の資料を提供する。

(ａ)貯蔵用の建物及び場所の数

(ｂ)貯蔵用の各建物及び各場所につき種類及び識別番号又は名称を示した貯蔵施設の図面

(ｃ)貯蔵施設における貯蔵用の各建物及び各場所につき，化学兵器の具体的な種類ごとの数

及び２成分型弾薬類の一部を構成しない容器については各容器の充填化学物質の実際の量
てん

４８．査察員は，利用可能な時間内に在庫を確認するに当たり，次のことを行う権利を有する。

(ａ)次のいずれかの査察の方法を用いること。

(ⅰ)貯蔵施設において貯蔵されているすべての化学兵器の在庫の確認

(ⅱ)査察員が選定する貯蔵施設の具体的な建物又は場所において貯蔵されているすべての

化学兵器の在庫の確認

(ⅲ)貯蔵施設において貯蔵されている化学兵器であって査察員が選定する１又は２以上の

具体的な種類のもののすべての在庫の確認

(ｂ)確認した在庫と合意された記録とを照合すること。

４９．査察員は，施設協定に基づき，次の権利を有する。

(ａ)阻害されることなく貯蔵施設のすべての部分（当該貯蔵施設におけるすべての弾薬類，

装置，ばらの状態で貯蔵するための容器その他の容器を含む ）へのアクセスが認められ。

ること。査察員は，その活動を行うに当たり，当該貯蔵施設における安全規則を遵守する。

査察を行う物件は，査察員が選定する。
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(ｂ)貯蔵施設の冒頭査察及びその後の査察に際して，試料を採取する弾薬類，装置及び容器

を指定し並びに独特の目印（除去され又は変更されようとした場合にそれが明らかになる

ようなもの）を当該弾薬類，装置及び容器に付すること。試料は，廃棄のための計画に従

って実行可能な限り速やかに，いかなる場合にも廃棄作業が終了するまでに，化学兵器の

貯蔵施設又は廃棄施設において当該目印が付された物件から採取する。

化学兵器の廃棄の体系的な検証

５０．化学兵器の廃棄の検証は，次のことを目的とする。

(ａ)廃棄されることとなる貯蔵されている化学兵器の識別及び量を確認すること。

(ｂ)(ａ)の化学兵器が廃棄されたことを確認すること。

５１．この条約が効力を生じた後の３９０日の間の化学兵器の廃棄作業については，検証の経

過措置によって規律する。この経過措置（経過的な施設協定，現地査察及び現地に設置する

機器による監視を通じた検証のための措置並びに経過措置の実施のための時間的な枠組みを

含む ）は，機関と被査察締約国との間で合意する。この経過措置については，３１の規定。

に従って提供される廃棄施設の詳細な情報の評価及び当該廃棄施設への訪問に基づいて技術

事務局が行う勧告を考慮して，この条約が当該被査察締約国について効力を生じた後６０日

以内に執行理事会が承認する。執行理事会は，その第１回会期において，第８条２１(ⅰ)の

規定に従って会議が検討し及び承認する勧告に基づき，この経過措置のための指針を定める。

検証の経過措置は，全経過期間を通じて，５０に規定する目的に従って化学兵器の廃棄の検

証が行われるように，かつ，実施中の廃棄作業が阻害されないように作成する。

５２．５３から６１までの規定は，この条約が効力を生じた後３９０日を経過した後に開始す

る化学兵器の廃棄作業について適用する。

５３．技術事務局は，この条約，廃棄施設の詳細な情報及び場合に応じ従前の査察の経験に基

づき，各廃棄施設における化学兵器の廃棄の査察のための計画案を作成する。当該計画案に

ついては，この条約に従って廃棄施設が廃棄作業を開始する少なくとも２７０日前までにそ

の作成を完了するものとし，意見を求めるために被査察締約国に提出する。技術事務局と被

査察締約国との間の意見の相違は，協議によって解決されるべきである。解決されない間題

は，この条約の完全な実施を促進することを目的として，適切な措置のために執行理事会に

送付される。

５４．技術事務局は，化学兵器の廃棄施設に精通し及び査察のための計画の妥当性を評価する

ため，被査察締約国の各廃棄施設がこの条約に従って廃棄作業を開始する少なくとも２４０

日前までに当該各廃棄施設に対して冒頭訪問を行う。

５５．化学兵器の廃棄作業が既に開始されている既存の施設については，被査察締約国は，技

術事務局が冒頭訪問を行う前に当該施設の除染を行うことを必要としない。冒頭訪問の期間

は，５日を超えてはならず，また，訪問の要員数は，１５人を超えてはならない。
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５６．合意された検証のための詳細な計画は，技術事務局による適当な勧告を付して，執行理

事会に対し検討のために送付される。執行理事会は，この条約に基づく検証の目的及び義務

に従って承認することを目的として，当該計画を検討する。執行理事会は，また，廃棄の検

証のための計画が検証の目的に合致すること及び効果的かつ実際的であることを確認すべき

である。この検討は，廃棄期間の開始の少なくとも１８０日前までに完了すべきである。

５７．執行理事会の理事国は，検証のための計画の妥当性に関する問題について技術事務局と

協議することができる。執行理事会のいずれの理事国も異議を申し立てない場合には，当該

計画は，実施に移される。

５８．問題がある場合には，執行理事会は，当該問題について調整するために締約国と協議を

開始する。問題が解決されない場合には，当該問題は，会議に提起される。

５９．化学兵器の廃棄施設に関する詳細な施設協定は，その廃棄施設の具体的な特性及びその

操業の方式を考慮して，次の事項を明示する。

(ａ)現地査察の詳細な手続

(ｂ)現地に設置する機器による継続的な監視を通じた検証及び査察員自身による検証のため

の措置

６０．査察員は，この条約に基づく化学兵器の廃棄施設における廃棄の開始の少なくとも６０

日前までに各廃棄施設へのアクセスを認められる。当該アクセスは，査察のための装置の設

置を監督し，その装置を検査し及びその装置の稼働の試験を行うこと並びに当該廃棄施設に

ついての最終的な工学上の検討を行うことを目的とする。化学兵器の廃棄作業が既に開始さ

れている既存の廃棄施設については，廃棄作業は，査察のための装置の設置及び試験のため，

６０日を超えない範囲で必要な最小限度の期間停止する。締約国及び技術事務局は，試験及

び検討の結果に基づき，廃棄施設に関する詳細な施設協定への追加又は変更について合意す

ることができる。

６１．被査察締約国は，化学兵器の貯蔵施設から廃棄施設への化学兵器の輸送につき，その出

発の少なくとも４時間前までに，化学兵器の廃棄施設に所在する査察団長に対し書面により

通報する。その通報は，貯蔵施設の名称，出発及び到着の予定時刻，輸送される化学兵器の

具体的な種類及び量，目印が付された物件が搬出されているか否か並びに輸送の方法を明示

する。その通報には，２以上の輸送の通報を含めることができる。この情報について変更が

ある場合には，査察団長は，当該変更について書面により速やかに通報を受ける。

化学兵器の廃棄施設内の化学兵器の貯蔵施設

６２．査察員は，廃棄施設に化学兵器が到着したこと及び当該化学兵器が貯蔵されることを検

証する。査察員は，化学兵器の廃棄に先立ち，施設の安全規則に適合する合意された手続を

使用して，各輸送についての目録を検証する。査察員は，廃棄に先立ち化学兵器の目録を正

確に確認することを容易にするため，適当な場合には，定められた封印，標識その他の目録

の管理手続を使用する。

６３．化学兵器の廃棄施設内の化学兵器の貯蔵施設は，化学兵器が当該貯蔵施設に搬入された

後直ちに及び当該貯蔵施設において貯蔵されている間，施設協定に従って体系的な検証の対

象とする。
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６４．査察員は，実際の廃棄作業の終了のたびごとに，廃棄のために貯蔵施設から搬出された

化学兵器の目録を作成する。査察員は，６２に規定する目録の管理手続を使用して，残存す

る化学兵器の目録が正確であることを検証する。

化学兵器の廃棄施設における体系的な現地検証のための措置

６５．査察員は，実際の廃棄作業が行われている間を通じて，化学兵器の廃棄施設及び当該廃

棄施設内の化学兵器の貯蔵施設において活動を行うためのアクセスを認められる。

６６．査察員は，化学兵器の各廃棄施設において，いかなる化学兵器も転用されていないこと

及び廃棄の過程が完了したことを確認するため，当該査察員自身により及び現地に設置する

機器による監視を通じ，次の事項について検証する権利を有する。

(ａ)当該廃棄施設における化学兵器の受領

(ｂ)化学兵器の一時的な保管場所並びにその保管場所に貯蔵される化学兵器の具体的な種類

及び量

(ｃ)廃棄される化学兵器の具体的な種類及び量

(ｄ)廃棄の工程

(ｅ)廃棄の最終生成物

(ｆ)金属の部分の切断

(ｇ)廃棄の過程及び当該廃棄施設全体の保全

６７．査察員は，試料の採取のため，化学兵器の廃棄施設内の一時的な保管場所に存在する弾

薬類，装置又は容器に目印を付する権利を有する。

６８．廃棄施設の日常的な操業に際して得られる情報については，適当な資料の裏付けがある

場合には，査察の要請を満たす範囲内で査察の目的のために使用する。

６９．技術事務局は，各廃棄期間の満了の後，定められた量の化学兵器の廃棄が完了したこと

を報告する締約国の申告を確認する。

７０．査察員は，施設協定に基づき，

(ａ)阻害されることなく化学兵器の廃棄施設及び廃棄施設内の化学兵器の貯蔵施設のすべて

の部分（これらの施設におけるすべての弾薬類，装置，ばらの状態で貯蔵するための容器

その他の容器を含む ）へのアクセスが認められる権利を有する。査察を行う物件は，被。

査察締約国が合意し，かつ，執行理事会が承認した検証のための計画に従って査察員が選

定する。

(ｂ)廃棄の過程において，現地における試料の体系的な分析を監視する。

(ｃ)必要な場合には，化学兵器の廃棄施設又は廃棄施設内の化学兵器の貯蔵施設に存在する

装置，ばらの状態で貯蔵するための容器その他の容器から当該査察員の要請によって採取

された試料を受領する。


